
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 社会福祉法人 三愛学園               

児童養護施設 さんあい 
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施設長より 

 

 

昨年度に続き、令和3年度もコロナ禍の中で迎えることになります。ワクチンの接種開始で状況は

改善されてゆくことを切に願いますが、第4波の襲来や3度目の緊急事態宣言の発令等を想定し昨

年度同様に臨機応変に事業計画を変更してゆくことが求められます。昨年度は何度となく施設全

体に大きな影響を与える危機管理的な状況が発生いたしました。その都度グループラインを活用

し24時間体制で危機管理委員の間で情報共有を行い意思決定することができました。今年度は危

機管理的な事項の他に、国の指針である「新養育ビジョン」の流れが加速し、施設の地域分散化

や多機能化・高機能化への対応が予想されます。そのために、運営委員会の他に主任と危機管理

タスクリーダーを加えた「拡大運営委員会」を設けて、危機管理事項と新養育ビジョンのフォロ

ーアップをしてゆきたいと思います。 

 

 また、「さらに多くの子どもたちを支援するために、事業の質を向上し、その規模を拡大して

ゆく。」という法人の7か年計画を前に進めてゆくために、兼務しております理事長職の役割をし

っかりと果たして行きたいと思います。課題の多さと大きさに怯んでしまいしまいがちですが、

何もない中でこの法人を立ち上げた創設者や当時の職員のことを思えば、勇気が湧いてきます。

そして創設者がそうであったように、子どもたちを特別に愛しておられる創造主なる神様により

頼んで歩んでまいりたいと思います。 

 

 

 

 

 

                                高瀬一使徒 
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社会福祉法人三愛学園 事業計画 
 

 

長期指針 

 

１、「児童憲章」「児童福祉法」及び「三愛学園」の理念に基づいて、児童養護施設・さんあいの養護要綱 

に示される養護を実践し、その内容を充実発展させる。 

 

２、全国児童養護施設長研究協議会で示されている方針より、特に以下の事項に焦点を当てて取り組む。 

⚫ 被措置児童等虐待の根絶のための取り組みを強化する。 

⚫ 職員の確保・育成・定着を図る。 

 

３、「法人7か年計画」に基づき事業を展開してゆく。 

 

４、法人全体として次世代リーダーたちの育成と移行を進める。 

 

５、「新しい養育ビジョン」の動向を把握し、必要に応じて臨機応変に対応してゆく。 

 

 

 

令和３年度事業計画骨子 

 

１、法人7か年計画に沿って事業を実施する。 

 

２、職員の確保・育成・定着に注力する。 

 

３、各事業所の連携を密にし、相互支援体制を構築する。 

 

４、地域小規模の再開、一時保護所増設等の調査を行う。 

 

５、役 員 会 等の実施。 

  評議委員会（6月、その他必要のあるとき） 

理事会（6月、3月、その他必要のあるとき）    

選任解任委員会（必要のあるとき）    

苦情解決第三者委員会（年２回） 
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児童定員及び職員数 
 

児童養護施設さんあい 

・児童定員  ３６名  

・職員数 常勤３４名 

施設長、施設長補佐、事務長、統括主任、主任、ホームリーダー、ケアワーカー、臨床心理士、家 

庭支援専門相談員、里親支援専門相談員、自立支援コーディネーター、栄養士、事務 

 

一時保護所 オリーブ 

・児童定員  ６名 

・職員数 ３名 リーダー、ケアワーカー 

 

ファミリーホーム 三愛茜の里 

・児童定員  ６名 

・職員数  ３名  管理者、養育者、補助者 

 

 

自立援助ホーム 三愛子ひつじ寮 

・児童定員  ９名 

・職員数  ４名  管理者、児童指導員 
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令和３年度 児童養護施設さんあい 重点目標 

⚫ 「子どもたち一人ひとりの最善の利益の追求」の取り組み 

⚫ 新型コロナウイルス感染防止策の徹底 

⚫ 挨拶、ありがとう、ごめんなさいを言い合う文化の醸成の強化（思いやりのある子どもの第一歩と

して） 

⚫ 「子どもたちが愛されている/大切にされている」と思えるケアワークの実践 

⚫ 施設長を中心に施設内虐待防止の取り組み強化 

⚫ 子どもの権利擁護の促進（子ども会議等で意見表明の機会拡充、様々なルールの見直し、部屋会議

の標準化、一時保護児童への学習や外出、情報へのアクセス等の取り組み） 

⚫ 療育支援の強化等、高機能化へのステップアップを行う。 

⚫ 卒園児へのフォローアップ強化 

 

 

➁ 「職員にとって最善の職場環境の追求」の取り組み 

⚫ 新型コロナウイルス感染防止策の徹底 

⚫ 職員確保と定着の強化（特定養成校との連携強化、実習生のケアと1、2年目職員のケアの充実 

⚫ パート職の活用等による職員の負荷の軽減 

⚫ 職員のメンタルヘルス対応を強化 

⚫ やりがいを感じる職場づくり（励まし合う文化の醸成、成長が実感できる研修の充実） 

⚫ 年休取得率の向上（長期休暇の奨励等） 

 

③ 地域・国内・世界の社会的擁護の必要な子どもたちへの貢献 
⚫ コロナ禍でも可能なイベント等の創出と実施 

⚫ 自立援助ホームとの連携と支援 

⚫ 国内の被災地等への義援金支援の継続とタイの児童養護施設支援と交流の継続 
 

④ 「さらに多くの子どもたちに貢献する法人基盤の強化」の取り組み 
⚫ 民間及び公的助成金・補助金等の積極的な申請・活用による支出の抑制 

⚫ 支援者への丁寧な対応とファローアップの強化 

⚫ ITやネットワークを活用した一般寄付金の拡大 
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令和３年度 一時保護所「オリーブ」 重点目標 

 

① 「子どもたち一人ひとりの最善の利益の追求」への取り組み 

⚫  新型コロナウイルス感染防止策の徹底 

⚫  年齢に合わせた学習サポートの充実 

⚫  本園との連携によるグループワークや生教育などへの参加 

⚫  行動観察業務の質の向上 

 

② 「職員にとっての最善の職場環境の追求」への取り組み 

⚫ 新型コロナウイルス感染防止策の徹底 

⚫ 研修機会の拡充と先駆的な取り組みをしている他施設への視察 

⚫ 本園との連携により児童の緊急対応のためのバックアップ体制の強化 
  

   

③ 地域・国内への貢献 

⚫ 近隣児童の積極的受入れ 

⚫ 県内民間一時保護所との情報共有の促進 
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令和３年度 ファミリーホーム「三愛茜の里」 重点目標 

⚫ 子どもたち一人ひとりの最善の利益の追求 

⚫ 新型コロナウイルス感染防止策の徹底 

⚫ 子ども達の基本的な生活習慣の確立 

⚫ 子どもの自立を目標とする取り組み強化 

⚫ 子どもたちが自らの目標に向かって歩める支援 

⚫ 職員にとっての最善の職場環境の追求 

⚫ 新型コロナウイルス感染防止策の徹底 

⚫ 職員の業務能力の向上や勤務形態も踏まえ更なる職場環境の改善 

⚫ 月１回の運営会議での情報共有や問題解決 

 

⚫ 地域との連携・貢献 

⚫ 寄居町ショートステイ事業の周知等と受け入れ 

⚫ 民生児童委員・主任児童委員の視察研修の受け入れ 

⚫ 民生児童委員活動を通し地域児童や独居高齢者の見守り活動 
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令和３年度 自立援助ホーム「三愛子ひつじ寮」 重点目標 

① 法人理念を確認し、子ひつじ寮の自立支援を実践する 

⚫ 法人理念や養育目標を基盤としてチームとして意識の統一 

⚫ 意識統一やマニュアル等の整備による自立支援体制の構築と定員9名までの受け入れ態勢の確立 

⚫ 実習生の受け入れとボランティアの受け入れの検討 

 

② 利用者の最善の利益の追求 

⚫ 新型コロナウイルス感染防止策の徹底 

⚫ 安心・安全な生活の場の確立するためにホームの備品・生活用品の充実 

⚫ 可能な限り入所依頼や一時保護依頼に応える 

⚫ 利用者との対話により信頼関係構築に努める 

⚫ 利用者同士の関係性に配慮し、良好な関係構築の仲介者役を担う 

⚫ 利用者の自立に対する意識づけを行う 

⚫ 本園で実施する研修の機会を用いて、自立支援に関する職員の知識と技術の向上 

⚫ 児童相談所、市役所、その他の関係機関（若者サポートセンター、ハローワーク、障害者就労・

生活支援センター、コンパスナビ等）との良好な関係の構築 

③ 職員にとって最善の職場環境の追求 

⚫ 新型コロナウイルス感染防止策の徹底 

⚫ 職員の知識及び技術向上のための研修会・学習会等の実施 

⚫ 本園が実践しているセルフチェックシートを9月、2月に実施 

⚫ 職員のバーンアウトを防ぐため、年休やリフレッシュ休暇の確保に注力 

⚫ 本園事務長との連携による収支の分析の徹底 

 

④ 法人のサポート体制 

⚫ 法人のサポートは、「子ひつじ寮運営委員会」をとおして行う。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和３年度事業計画 

9 

さんあい年間行事予定 
 

行事の種別 期日 実施内容 

園内行事 

（全体） 

4月 

5月 

6月 

7月 

8月 

12月 

1月 

3月 

入園入学を祝う会 

創立記念祭（さんあいまつり）、さんあい同窓会  

さんあいレストラン 

ガーデンパーティー 

栄養指導 

クリスマス会、さんあい大掃除＆さんあいレストラン 

もちつき・2分の1成人式 

卒園卒業を祝う会 

グループワーク

活動 

（幼児、小学

生、中高生） 

8月 

 

 

 

児童福祉施設親善球技大会（ソフトボール） 

ヒップホップダンス 月に1回程度  

※プロダンス教師によるレッスン 

オンライン・ヨガレッスン 月1回程度 

※プロヨガインストラクターによるレッスン 

職員の強みを活かした活動を各グループ年2回程度計画する 

カフェさんあい 

英語で遊ぼう 

不定

期 

 

子どもたちに広く世界の様子を知ってもらうために、様々な国の方を招

いてお話していただく。近隣の子どもたちの参加も可 

ジョーンズ宣教師による国際交流。 

招待関係 

地域行事 

深谷西島教会 

高校生自立支援

セミナー等 

その他、深谷JC行

事招待、Jリーグ

サッカー観戦招

待、キッザニア招

待等有 

4月 

5月 

8月 

10月 

11月 

12月 

8月～

1月 

教会子ども祝福式（進学、進級のお祈り） 

教会花の日礼拝 

おかあさんといっしょファミリーコンサート、深谷祭り 

軽井沢おもちゃ王国様招待 

教会子ども祝福式 

教会クリスマス礼拝 

ブリッジフォースマイル様「巣立ちプロジェクト」全6回（高校3年生） 

資生堂巣立ちフェスティバル（高校3年生） 
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子ども会行事 

（小学生対象） 

7月 

8月 

9月 

12月 

3月 

七夕祭り飾り作り 

櫛挽夏祭り、ラジオ体操 

岡部地区体育祭 

クリスマス会 

歓送迎会 

各部屋行事(特

別外出・宿泊行

事） 

8～2

月 

 

各ユニットで時期・場所を決める。 

 

部屋外出行事 通年 日帰り小旅行、イベント、映画、ショッピング、食事等 

※新型コロナウイルスの影響により中止・延期になる可能性があります。 

※部屋外出、特別外出に関しても状況に応じながら規制を設けます。 

 

 

 

 

職員研修 

4月 初任者向けパック研修①② 

5月 初任者向けパック研修③④、施設内学習会①、埼児研新任研修① 

6月 初任者向けパック研修⑤⑥、施設内研修①、中堅職員キャリアパス研修、人事管理者研修 

施設内学習会② 

7月 施設内研修②、施設内学習会③、人材育成研修、メンタルヘルス推進者養成研修 

8月 人材育成研修、虐待防止研修、福祉現場で必要な法律の基礎知識研修 

9月 施設内研修③、キリスト教連盟子育てワークショップ、スーパービジョン研修 

感染症専門研修 

10月 県児童虐待防止支援研修、深谷市虐待防止講演会、施設内学習会⑤、関東ブロック職員研修 

埼児協心理職研修、スーパーバイザー養成研修 

11月 施設内研修④「外部講師セミナー」、埼児研新任研修②宿泊、全養施設長会 

12月 施設内学習会⑥、施設間派遣研修 

1月 全養中堅職員研修、全養FSW研修、子どもの虹児童福祉施設指導者合同研修 

埼玉県児童福祉施設指導者研修、話し方・折衝・交渉力向上研修 

2月 施設内学習会⑦、子どもの虹心理担当職員合同研修、埼児研新任研修③施設長県外視察研修 

協議会中堅職員研修、チューター養成研修 
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3月 施設内研修⑤、 

※施設内学習会①～⑦は1～2年目の職員対象に施設長や先輩職員、各専門職が講師を務め、社会的養護におか

れている児童への理解を深める場とする。（※職員研修タスクの方で年間計画を作成する） 

※施設内研修①～⑤は、当施設ＳＶである藤井和子先生より、ペアレント・トレーニングを基本とした、子ど

もの自己肯定感を向上させるための養育力を養う研修である。さんあい全職員対象の他、近隣施設の職員や

里親さんへもご案内する。（④外部講師セミナーは職員研修タスクを中心に企画する） 

※上記内容は事業計画上の予定である。職員に必要な研修があればその都度追加する。 

※自己研鑽のため、自らが見つけ出した学びの場に対し「自主研修・資格取得に対する支援規程」に基づき費

用の一部を支援する。 

※新型コロナウイルスの影響により県社協の研修日程も見直しになっている。上記研修月は見直し前の予定で

あり、正式な日程についてはわかり次第職員に周知する。 

 

各タスクチーム 

 

タスク名 活動内容 リーダー 

広報タスクチーム 

広報の他に地域交流・貢献や支援

者の開拓と管理を更に充実させ

る。広報誌さんあい新聞の発行、

ＨＰ／ブログ、さんあい祭り、バ

ザー、子育て相談室、子ども会、

カフェさんあい等の運営管理を行

う。 

松本事務長 

食育タスクチーム 

従来の子どもの食育の他に、嗜好

調査、残食確認、行事食企画、さ

んあいレストラン、エコの日の推

進等を担う。 

坂田栄養士 

生教育タスクチーム 

基本は性（生）教育を中心。その

他に子どもの社会での自立・自活

を考え、セルフ・サポート・トレ

など生きる教育全般を担う。施設

内での不適切な関係を把握するた

めに関係性チェックを実施する。 

 

河村主任 
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メンタルヘルスタスクチーム 

 

職員のメンタルヘルスに関する具

体的な取り組みをする。 

園長 

 

職員研修・チュータータスクチー

ム 

職員育成（月一学習会）、藤井SV

園内研修「ペアレント・トレーニ

ング」及びさんあいセミナーの企

画運営を担う。チューター制度の

コーディネート（1年目職員と先

輩職員のチューターペアを決め一

年間の活動調整、ハッピースマイ

ル活動を推奨していく。） 

青木統括 

危機管理タスクチーム 

職員の危機管理意識を高め、防災

や事故防止に努める。定期点検の

実施やヒヤリハット分析からのさ

んあいの危機管理状況を確認し、

職員へのアドバイスとサポートを

行う。 

野田里親支援専門相談員 

 

子どもの権利擁護タスクチーム 

さんあい職員間の子どもの権利擁

護意識の向上を目指し、入所児童

のみならず、被虐待児や地域の貧

困家庭の子どもの権利擁護の視点

から、緊急一時保護、ショートス

テイ、トワイライト事業等のニー

ズを把握し、必要な活動を実施す

る。 

 

平本施設長補佐 

 

 

学習支援タスクチーム 

学習環境整備、教材確保。中高生

のテスト前学習会などを企画実践

する。 

野口ホームリーダー 

 

アフターケアタスクチーム 

退所児童のアフターケアの充実を

目標として、児童や支援体制の課

題を整理し、施設として可能な支

援を実施する。 

高柳家庭支援専門相談員 

 

療育タスクチーム 

発達障がいに関する学習会の企画

や特徴を抱える子どもの療育カン

ファレンス、トレーニング等を企

画し実践する。 

加藤主任 
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アニマルセラピータスクチーム 

アニマルクラブの活動調整 

動物飼育舎「ぶどうの木」の保守

管理、動物飼育の指導とマニュア

ル等の整備等を行う。 

村尾事務 

ワクノビタスクチーム 

（令和3年度より新設） 

➢ ボランティア活動等を通じ

て、子どもたちの自己肯定感

向上につなげる。想定される

主な活動は、講演会や映画会

の実施、地域の清掃・除草作

業、ボランティア感謝会の企

画・実施、地域の老人施設等

の訪問、地域に住む外国人と

の交流会、タイの「豊かな人

生の家」の支援と交流、その

他関連する活動。 

➢ アニマルクラブ同様に子ど

もたちの参加を募る。 

➢ クラブメンバーは活動の企

画から参加する。メンバー

以外の子どもたちも、活動

の単発参加は可能とする。 

 

 

園長・平本施設長補佐 
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さんあい職員の役割と責任 

役職 主な役割 主な責任 

理事長 理念の形成・管理、法人全体の

運営管理、法人職員の任免、

施設長の育成監督  

 

法人全体の法的責任を負う 

＊理事長は無報酬 

施設長（運営委員） 理念に基づく施設全体業務の

運営管理 施設職員の育成監

督 

 

施設全体の法的責任を理事長と共に

負う 

施設長補佐（運営委員） 施設長の業務全般を補佐し、

特に委嘱された業務を担う 

 

施設長と共に委嘱された業務の責任

を負う 

統括主任（運営委員） 施設長を補佐し直接処遇業務

全体の運営管理 主任の育成

監督 

 

施設長と共に施設全体の直接処遇

業務の責任を負う 

ブロック主任（拡大運営員） 統括主任を補佐しブロック全体

の直接処遇業務の運営管理 

ブロック内職員の育成監督 

 

統括主任と共にブロック全体の直接

処遇業務の責任を負う 

 

ホームリーダー ケアワークの他にユニット業務の

調整、主任と共にユニット職員

の育成監督 

 

ユニット業務全般の責任を負う 

先輩ケアワーカー ケアワークと共に後輩職員への

助言 

 

担当業務の責任を負う 

新任ケアワーカー ケアワーク 

 

担当業務の責任を負う 

心理士 主任を補佐し、児童の心理療

法を実施し、ケアワーカーに助

言を行う 

心理治療業務の責任を負う 

家庭支援専門相談員・ＦＳＷ

（運営委員） 

施設長を補佐し児童相談所や

役所、児童の家族との連携業

務を担う 

 

施設長と共に児童相談所や役所等

の公的機関との連携の責任を負う 

里親支援専門相談員（拡大

運営員） 

法人全体の里親委託の推進を

担うと共に園舎の保守管理や

防犯関連の担当者 

里親支援業務の他に施設修繕及び

防災防犯関連の責任を負う 
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＊運営委員は懲罰委員を兼ねる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務長（運営委員） 理事長及び施設長を補佐し法

人財務及び施設財務の管理、

法人労務管理、法務管理を行

う 

 

理事長・施設長と共に財務・労務・法

務関連の公文書作成の責任を負う 

事務 事務長を補佐し、書記業務の

補佐を行う 

 

担当業務の責任を負う 

栄養士 事務長及ケアワーカーと連携

し、食事の献立を作成し、必要

な食材の調達と配達を行う 

 

施設の衛生管理及び児童の食育の

責任を負う 
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さんあい養護体制（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

ケアワーク 

 

 

 

 

 

 

統括管理支援（理事長、施設長 施

設長補佐）生活と職場の環境づくり、子ど

もと職員の安心安全確保、危機管理等

任など 

連携支援（ＦＳＷ、ＳSＷ、自立支援

専門員）児相、役所、家族、里親との連携

と退所児童のアフターケアなど 

後方支援 

（事務長・事務・栄養士）    

財務、労務、法務、調達、栄

養管理など 

 

処遇支援 

（統括主任、主任、心理

士）生活、教育、心身の健

康、グループ活動、自立準備

など 
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各種会議 

1. 定期的に行われる会議 

⚫ 法人運営会議（基本水曜日） 

理事長、施設長、施設長補佐、事務長で構成され、「茜の里」「子ひつじ寮」を含む法人全体の財務、法務、人事等の運営管理

や評議会や理事会の運営管理に関する協議を行う。 

 

⚫ 運営会議（基本水曜日） 

施設長、施設長補佐、事務長、統括主任、ＦＳＷで構成され、子どもの処遇やそれに伴う職員体制等の重要事項や課題等の

協議を行う。また、年間事業計画や中期計画策定とその実施状況の管理も行う。 

 

⚫ リーダー会議（隔週水曜日） 

施設長、事務長、統括主任、主任、緊急一時保護ユニットホームリーダー、専門職で構成され、児童の処遇に関わる情報共有

及び検討事項の協議を行う。 

 

⚫ ブロック会議（毎水曜日） 

各ブロックメンバーで構成され、必要に応じて施設長、施設長補佐、統括主任、専門職が参加する。ブロック内児童の処遇に

関する情報共有や検討事項の協議を行う。また、心理的なケアや心理士や医療機関との連携が必要と思われる児童に対して

「療育ケースカンファレンス」の時を持つ。その際は、療育タスクメンバーの他に統括主任、ＦＳＷの参加は必須とし、会議議事

録を簡潔に記録する。 

 

⚫ ホーム会議（毎水曜日） 

ユニット職員で構成され、ユニット内児童の処遇に関する情報共有や検討事項の協議を行う。 

 

⚫ タスクチーム会議（月１回～２回基本水曜日） 

タスクチームメンバーで構成され、タスクの課題や活動計画を協議する。 

 

⚫ 職員会議（第一水曜日） 

各月の第１水曜日に全職員参加で行われる。 法人理念や養育目標の確認、重要事項の伝達の場。 

 

 

２． 不定期に行われる会議 

⚫ 懲罰委員会 

①メンバーは運営委員 

②入所児童の安心安全をまもり、児童の自立に必要と思われる行動制限を子どもの権利擁護の視点で協議し決定する。 

 

⚫ 行事担当者会議 

いちょう会、さんあい祭、クリスマス会等の当年度担当者が打ち合わせをする。 

 

⚫ 拡大運営委員会 

①メンバーは、運営委員及、主任、危機管理タスクリーダー。 

①危機管理事案発生時にLINE及び会議で情報共有や対応協議を行う。 

②新しい養育ビジョン関連の情報の共有と対応を協議する。 

③その他の事項で施設長が必要と認めた際に、LINE及び会議で情報共有や対応協議を行う。 
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さんあい課題解決プロセス 

適応範囲 

さんあいでは、ブロックというチームで児童の養育を担っているので、処遇に関わる課題解決のプロセスに

は、充分に意見を出しあって関係職員全員が納得できる結論を出すことが望ましい。だた、課題によっては対

応の期限が定められていて、緊急に結論を出さなくてはならない場合もある。以下に示すプロセスは、児童の

処遇に関してする課題の解決に適応される。（但し、危機管理対応の課題はこのプロセスの範囲ではない。） 

 

 

 

 

 

このプロセスを進める上での職員の心構え 

① 一人一人が自分の意見をはっきりと明確に表明する。（沈黙は議論の妨げ） 

② 多様な意見を真摯に受け止める。 

③ 会議の場の感情は、会議の後には持ち越さない。不満や愚痴等を他者に漏らさない。 

④ 司会者は、会議終了時間をあらかじめ設定し共有し、スムーズな司会進行を心がける。時間以内に終わら

ない場合、緊急事項以外は次回の会議に持ち越す。参加者は司会者を助けて議論を進める。司会者は事前

に議題を準備し議論に必要と思われる資料を用意する。（原則的にお茶やお菓子の準備は不要） 

⑤ 自分とは違う考えが結論になっても、チーム全体、施設全体の結論として尊重する。 

 

 

ブロック会議で議論し
て、統一見解や多数決
で結論が出ない場合は、
統括主任を交えてだ再
度の議論の場を持ち解
決する。

2度の議論で解決が出な
い場合は、運営会議で議
論をして結論を出す。

運営会議でも結論に至ら
ない際は、施設長が最終
判断を下す。
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子ども会議 

 

会議名 目的 時期・場所 担当・その他 

春の全子ど

も会議  

新年度の園の方針や計画、ル

ール変更等の説明を行い質疑

応答の時を持つ 

入園・入学を祝う会の前か後の2

0分程度 

⚫ 園長 

⚫ 会議の内容は、会議報告と

してシステムに記録 

夏の全子ど

も会議 

夏休みに向けた注意事項や課

題等の説明を行い質疑応答の

時を持つ 

ガーデン・パーティの日、第3者

委員による権利擁護の説明の後2

0分程度 

同上 

冬の全子ど

も会議 

冬休みに向けた注意事項や課

題等の説明を行い質疑応答の

時を持つ 

年末大掃除後20分程度 同上 

特別こども

会議 

重大な事故や問題等があった

際 

運営委員会で決める。 同上 

 

中高生会議 生活事項のルール等で子ども

の意見表明の場を持ち、その

後のフォローアップを行う 

原則各学期中に１回、その他に

必要に応じて開催、時間は各30

分～1時間程度 

⚫ 統括 

⚫ 会議の内容は、会議報告と

してシステムに記録 

⚫ 児童の中から会長を選出 

小学生会議 生活事項のルール等で子ども

の意見表明の場を持ち、その

後のフォローアップを行う 

原則各学期中に１回、その他に

必要に応じて開催、時間は各30

分程度 

⚫ 主任 

⚫ 会議の内容は、会議報告と

してシステムに記録 

⚫ 児童の中から会長を選出 

部屋会議 各ユニットの生活上の約束事

の確認、さんあい祭や外出計

画等、その時期に必要な話し

合いを通して子どもからの意

見を聞く 

 

⚫ 各月1以上は行う。 

１回20分～30分程度、その

他必要に応じて開催 

⚫ 4月は、各ユニットの 

年間目標を設定し、子ども

に説明し意見を聞く場を持

つ 

⚫ （令和2年度の各部屋共通

目標は、 

１．職員や子ども同士の暴力暴

言を無くす。 

２．おはよう、お帰り、ありが

とう、ごめんなさい等の言葉を

掛け合って楽しい生活にする。 

⚫ その他は、各ユニットの状

況に合わせ、職員と子ども

で設定する 

⚫ 原則リーダー（4月の会議

及び重要事項の説明の際

は、主任又は統括が陪席を

する。） 

 

⚫ 会議の記録は、部屋会議記

録はシステムに入力する。 

 

⚫ 部屋会議の開催方法（形骸

化を避けるために、司会

者、開催日、内容、進行等

の詳細をブロック会議で決

めて標準化しておく。） 
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里親推進活動 

子育てサロン「夏みかん」実施予定 

目的：里親とさんあい児童との交流を深め、さんあい「ふれあい家族」の登録者を増やす関係つくりの場とする。また、未

委託里親さんの子どもとの関わり方のスキル向上のための場の提供。 

＊さんあい「ふれあい家族」：施設で生活している子どもが、学校がお休みの時期に、里親登録されているご家庭でホームステイ

（数日間の宿泊）をさせていただくさんあい独自の事業です。 

 

（会場：やまき園） 

実施日 時間 内容 持ち物 参加費 

４月２５日 午前１１時～

午後３時 

収穫体験：（シイタケ狩り） 

下りハイキング 

木工、クラフト 

お弁当・水筒 

着替え 

筆記用具 

２００円（場所代 

 

＊収穫体験 

６月２７日 午前１１時～

午後３時 

沢遊び  木工・クラフト 

レトルトカレー 

フルーチェ 

レトルトカレー 

水筒、着替え 

水着、筆記用具 

２００円（場所代 

 

８月 

２８日 

２９日 

午前１１時～ 

午後３時 

お泊り会 

草木染 

水筒、着替え 

水着、筆記用具 

調整中 

1１月 

１４日 

午前１１時～

午後３時 

収穫体験：（みかん狩り） 

木工・クラフト 

ホットケーキつくり 

お弁当・水筒 

着替え 

筆記用具 

２００円（場所代 

 

＊収穫体験 

1月1６日 午前１１時～

午後３時 

収穫体験：（みかん狩り） 

木工、クラフト 

おもちつき、１００％みかんジュース 

お弁当・水筒 

着替え 

筆記用具 

２００円（場所代 

 

＊収穫体験 

3月６日 午前１１時～

午後３時 

木工・クラフト 

うどん打ち（粉を袋で混ぜて足で踏む） 

収穫体験：（ふきのとう） 

お弁当・水筒 

着替え 

筆記用具 

２００円（場所代 

 

＊収穫体験 

＊収穫体験は別料金です。 

※新型コロナウイルスの影響により中止・延期になる可能性があります。 
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警察への通報マニュアル 

 

基本原則： 警察への通報責任は、施設長が負う。 

Ⅰ 身体の安全を脅かす事態で一刻を争う緊急性の高いケース 

【例】 

⚫ 手当の必要な怪我人がいる。 

⚫ 凶器や刃物などで大きな怪我の可能性がある。 

⚫ 喧嘩等で児童の興奮状態が20分以上続いて収まる様子がなく、他児が怯えている。 

⚫ 恫喝、脅迫、セクハラ等の職員や児童が恐怖を感じる電話やメールを受けたとき。 

⚫ 身元不明、対応困難な侵入者を発見したとき。（即セコムへ通報） 

1. 児童の安全を守ることを最優先にし、他の職員の助けを呼び児童の退避を行う。 施設長の判断で通報する。 

2. 施設長が不在の時は、その場にいる運営委員の判断で通報する。その場合は、まず施設長に電話で報告し、落ち着い

た後にメールで全職員に報告する。 

3. 施設長・運営委員が不在の時は、その場のいる役職最上位者が判断して通報する。その場合は、まず施設長に電話で

報告し、落ち着いた後にメールで全職員に報告する。 

4. 夜間又は宿直時は３のケースに該当することが多いが、現場にリーダー以上の役職者が居ない時は、その場の職員の

判断で通報する。 その場合は、まず施設長に電話で報告し、落ち着いた後にメールで全職員に報告する。 

 

Ⅱ 盗難、性的事故等、聞き取りする時間や相談が必要なケース 

1. 施設長の判断で通報する。 

2. 2日間以上施設長と電話やメールで連絡が取れない時で、且つ運営委員が緊急性の高いケースと判断した場合は運営

委員の判断で通報する。その場合、運営委員は施設長に報告し、落ち着いた後に全職員にメールで報告する。 

 

Ⅲ 門限や予定していた帰園予定時間を過ぎても帰らないケース 

A．高校生児童の捜索願いに関して 

1. 電話連絡を試みる。 

2. 必要に応じて施設周辺に居ないか確認する。 

3. 理由不明・所在不明で門限・予定帰園時間を1時間以上過ぎた場合は、警察へ通報する方向で施設長が判断する。 特

に23時以降に理由不明・所在不明の状態であれば原則通報する。 

4. 施設長と連絡が取れない時は、運営委員が判断する。捜索願をした場合、施設長宛で全職員にメールで報告する。 

5. 運営委員と連絡が取れない時は、その場にいる役職最上位者が判断する。捜索願をした場合は、施設長宛で全職員に

メールで報告する。 

 

B．その他の児童の捜索願いに関して 

1. 職員や保護者といる場合は、電話連絡を試みる。 

2. 必要に応じて施設周辺に居ないか確認する。 

3. 理由不明・所在不明で門限・予定帰園時間を１時間以上過ぎた場合は、警察へ通報する方向で施設長が判断する。 

4. 以下、高校生児童と同じ手順 

 

＊）警察に通報した際は、施設長は理事長に報告し、理事長は必要に応じて理事・評議員に報告する。 
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メール連絡マニュアル 

 

原則 

① 対応した職員はメールの転送以外、誰がメールを発信すべきか上司の指示を得る。  

② 宛名を入れてから本文を書く。 

③ メール文の最後に自分の名前を入れる。 

④ 書いた後に文を読み返してから送信する。 

 

 

事例 発信者（From） 報告宛名（To） 報告共有者

（CC） 

駐車場の使用等の全

職員への業務連絡。 

担当者 全職員 

（さんあい職員の皆様へ） 

なし 

不審者情報や学級閉

鎖等、警察や学校から

のメールの転送。 

メールを見た職員 全職員 

（さんあい職員の皆様へ） 

なし 

個別児童に関するメー

ルの転送。 

メールを見た職員 ホームリーダー 

（〇〇リーダーへ） 

チームメンバ

ー 

児童、職員及び家族

の突発的な病気や事

故の報告。その他

様々な理由で学校や

勤務に変更が必要な

場合。 

対応した職員又は上

司。 

ホームリーダー及ブロック主任 

（〇〇リーダー、〇〇主任へ 

 

全職員 

上記のケースで入院

等の重篤なケース。 

対応した職員又は上

司 

施設長及び運営委員 

（園長、運営委員の皆様） 

全職員 

園長不在時の児童入

退所決定の連絡。 

FSＷ、統括主任、主

任、ホームリーダー 

施設長 

（園長へ） 

全職員 

自然災害、犯罪等で

児童や職員、又は園

舎が被害にあった場

合。 

対応した職員又は上

司 

施設長及び運営委員 

（園長、運営委員の皆様） 

全職員 

施設長不在時の施設

内虐待、犯罪（加害ケ

ース）等、今後聞き取

りが必要な場合。 

基本は施設長へ電話連絡、

不通時のみメール。 

対応した職員又は上

司 

施設長及び運営委員 

（園長、運営委員の皆様） 

なし 
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行政への事故報告基準 
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児童の事故発生時の連絡体制 

 

 
 

さんあい 

048-585-0605 

 

深谷警察署  048-575-0110 

本郷駐在所    585-0003 

深谷消防署    571-0900 

岡部分署     585-3950 

 

嘱託医 柳田医院 

048-585-2391 
休日急患診療所・こども夜間診療所 

048-573-7723 

 

 

 

児童相談所                              

 中央（048-775-4152） こども安全課  

 南 （048-884-4152）                        養護担当 

048-830-3331 

 熊谷（048-5214152） 

 川越（049-223-4152）                      

 所沢（04-2992-4152） 

 越谷（048-975-4152）                  

 さいたま市                       

  （048-840-6107） 

休日夜間 

 中央児相一時保護所 

  （048-772-1945） 

 越谷児相一時保護所 

   （048-970-3228） 

 所沢児相一時保護所 

   （04-2996-2010） 

さいたま市児相一時保護所 
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社会福祉法人三愛学園中期事業計画（７か年計画） 

             （2020年度～2026度年） 

 

中期のテーマ（大目標） 

「さらに多くの子どもたちを支援するために、事業の質を向上させ、その規模を拡大してゆく。」 

 

テーマに沿った事業計画の６つの基本姿勢 

1. 法人として社会に対する役割と貢献を意識する。 

2. 創設の理念（三愛主義）と養育目標（思いやりのある子）を重要視する。 

3. 自然環境、園舎、職員確保、情報共有、情報発信等 法人の強みを生かす。 

4. 働き方改革等の労働環境の変化や労働者意識の変化に対応していく。 

5. 持続可能な計画とするために次世代のリーダーの育成と移行を推進する。 

6. 入所児童や入所期間の変化、地域分散、高機能化や多機能化等「新しい養育ビジョン」の方向性を意識する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．「子どもたち一人ひとりの最善の利益の追求」のための取り組み 

① 挨拶、ありがとう、ごめんなさいを言い合う文化醸成の強化（思いやりのある子どもの第一歩として） 統

括主任 

② 子どもたちの心の安定や個別ケアの充実（1ユニット職員4名体制の実現）園長 

③ 「子どもたちが愛されている/大切にされている」と思えるケアワークの実践  

⇒2019年度1泊研修のフォローアップ 主任 

④ 子どもの権利擁護の促進（子ども会議等で意見表明の機会拡充、既存ルールの見直し、部屋会議の標準化、

一時保護児童への学習や外出、ネット利用等の取り組み） 

権利擁護タスクチームリーダー 

⑤ 地域小規模の再開による家庭的養護の促進（６：５体制の実現） 園長 

⑥ 高機能化の促進（４：４の治療的ケア体制、クールダウン室の設置、看護師配置の検討や医療機関と連携強

化）園長 

⑦ 特技や学力向上のための取り組み強化（塾、家庭教師、ボランティアの活用の充実） 

学習タスクチームリーダー 

計画の4のエリアと取り組み項目 

 

 

1. 子どもたち一人ひとりの最善の利益の追求 

2. 職員にとって最善の職場環境の追求 

3. 地域貢献と国内・世界の社会的養護の必要な子どもたちへの貢献 

4. さらに多くの子どもたちへ貢献する法人基盤の強化 
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⑧ 高校中退してしまった子どもへの対応強化（働く場、自立援助ホーム、通信制高校や定時制高校等への道筋

確保）FSW 

⑨ 子どもたちの個別ケースの応じた自立支援の推進（自活訓練の拡充、園内アルバイトの検討） 

FSW 

⑩ 退所児童の定期的なフォローアップのプログラム化、困難を抱えている卒園生への介入強化 

FSW 

⑪ 自立支援やアフターケア充実のため、障害福祉分野、NPO、企業等の社会的資源との連携強化 

園長 

⑫ 児童相談所、里親、ファミリーホーム、フォスタリング機関等との連携強化による里親委託の促進 SSW 

⑬ 法人内の第一種事業と第二種事業の情報共有や連携強化による相互支援の実現  

 

２．「職員にとって最善の職場環境の追求」の取り組み 

① 職員確保と定着の強化（特定養成校との連携強化、実習生のケアと3年目までの職員及びリーダーのケアの充実、

中途採用の強化、HPやSNS等からの発信強化、就業規則・手当等の見直し、メンタルヘルスへチェックの導入等）

統括 

② やりがいを感じる職場づくり（励まし合う文化の醸成、成長が実感できる研修の充実） 

統括 

③ 働き方やキャリアパス多様化への取り組み（新規事業による働き方の多様化、資格取得の奨励） 

園長 

④ 本園1ユニット4人体制の実現 園長 

⑤ 園内外の研修機会の拡充と先駆的な取り組みをしている他施設への視察、派遣研修等の拡充 

園長 

⑥ 職員の休憩スペース設置の検討 事務長 

⑦ 年休取得率の向上（長期休暇の奨励等）事務長 

⑧ 永年勤続職員への表彰・慰労のプログラム化 事務長 

 

３．「地域貢献と国内・世界の社会的養護の必要な子どもたちへの貢献」の取り組み 

① 行き場のない社会的養護の必要な児童のために本園定員増や一時保護所増設の検討、ショートステイ事業の強化 

園長 

② 多機能化の促進（児童家庭センター、児童発達支援事業所・放課後等ディ・サービスの開設検討） 

園長 

③ 自立援助ホームの開設と運営による貢献 ホーム長 

④ 地域の里親や発達障害児を抱える家庭に対する研修や相談の充実 SSW 

⑤ 地域の支援者をお招きする定期イベントの開催 SSW 

⑥ 国内の被災地等への義援金支援の継続 園長 

⑦ タイの児童養護施設支援と交流の継続と研修生の受け入れ 園長 

⑧ その他の地域・社会貢献事業の調査と実施可能な活動の検討 園長 

 

４．「さらに多くの子どもたちに貢献する法人基盤の強化」の取り組み 事務ブロック 

① 人財確保の更なる強化（中途採用、パート採用、インターン採用、ボランティア活用の強化） 

② 事業拡大と多機能化（既存事業の拡大及び障害福祉分野への事業展開）による社会貢献と財政基盤の強化 

③ 民間及び公的助成金・補助金等の積極的な申請・活用による支出の抑制 

④ ITやネットワークを活用した一般寄付金の拡大 

⑤ さらなる財政規模強化のために収益事業分野の検討 

⑥ 法人理念と事業継承のための次世代リーダーたちの発掘・育成とリーダーシップの移行 



令和３年度事業計画 

27 

⑦ 理事・評議員への情報共有と連携強化 

⑧ 50周年記念事業（2026年）の企画と実施 

 

 

 

１．各取り組み項目のゴールオーナー 

＊ゴールオーナーとは ⇒ 目標達成のため核となって他の職員のサポートを得ながら進める 

人又はグループ 

① 事業計画全体のゴールオーナーは理事長・施設長 ⇒ 理事会・評議会に報告 

② 各項目のゴールオーナーを定めて進める。⇒ 理事長・施設長に報告 

 

２．実施方法 

① 2026年度の最終年度を見据えながら、本チームで各年度に重点取組項目をあげて進める。 

② 進捗状況や課題等は、チーム会議やリーダー会議等で共有してゆく。 

③ 2023年度に中間評価、2026年度に最終評価を行い、次の7か年計画を策定する。 

④ 本計画や年間事業計画は理事会及び評議会の承認を得る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画実行方法 
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さんあい「新しい生活様式」（2020年12月23日付け） 

 
【予防環境】  

①外部者の検温、消毒、マスク着用を徹底する。（非接触型検温器、マスクを玄関に出しておく）  

②外部者が触れる玄関ドア等を1日朝と昼に消毒する。外部者が過ごした応接室、面会室、交流ホールは使用後に

消                                             毒する。 部外者との

対話は、換気と距離を常に意識する。  

③全ての来訪者の出入りの一元管理（来訪者ノートを置いて、名前と来訪日時等を記録する）  

 

 

【職員の生活】 

職場  

①飲食時以外は、原則勤務時にマスクを着用する。 

②出勤時に体温検査をする。風邪の諸症状や息苦しさ味覚臭覚の異常を覚えた際は、上司に報告し早退又は自宅待機

し通院する。(＊１)この時点では特別有給休暇扱いとせず、後日公休変更・年次休暇又は時間調整で対応する。特

別有給休暇扱いはPCR陽性判定後又は保健所より濃厚接触者と判定されてから適応される。) 

③同居者又は飲食や長時間の対面で会話をした者が陽性者や濃厚接触者又は濃厚接触の疑いがある場合は、直ちに職

場に連絡し指示を仰ぐ。自宅待機を命ぜられた際は（＊１）を適応とする。 

④出張等で大宮以南、都内に行く場合は、3密と除菌を心掛け帰園時の手洗いを徹底する。 

 

 

プライベート 

①不特定多数との食事は自粛する。家族や友人と外食することは月１回程度に留める。外食の際は、３密に配慮され

た場所を選び人数は生活を共にする家族単位、若しくは5名程度に留める。飲食の場所は大宮以北、群馬県等の感

染者数の少ない県内は問題ないが、繁華街での長時間の飲酒は自粛する。都内（23区内）の飲食は自粛する。 

②スポーツ観戦、遊園地、コンサート、ライブ等で主催者が3密を考慮した場所への出入りは問題ないが、月に1回程

度とする。公共交通機関を利用する場合はマスク着用や除菌を徹底する。外出からの帰宅時は手洗いやうがいを徹

底する。    

③家族、友人、単独で宿泊旅行をする際にも原則上記の範囲を適応する。特に飲食場所等は3密を避ける。帰省や慶

弔等の移動で上記の地域を超える場所の場合は、危機管理委員会に相談し助言を得てから各自判断する。 

④所用の日帰りで、上記の範囲を超える移動が必要な際は、繁華街での食事と飲酒は自粛する。 

⑤風邪、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染のリスクを軽減するために健康管理に留意し充分な睡眠、栄養の

バランス、適度な運動を心掛ける。 飲酒は抵抗力を低くし、喫煙は感染後に肺炎が重篤化するリスクが高くなる

ので控える。特に年末年始の飲酒の軽減を図る。新型コロナウイルス感染の初期症状は、風邪の諸症状と似ている

ため、単に風邪であったとしても周りに与える心配やショックが大きいことを理解し、今年度は特に体調管理と感

染予防に心がける。 

 

 

【子どもの生活】  

①近隣の散歩、アルバイト先、散髪、塾等、施設が必要と認める外出は許可する。  

②外出時はマスク着用と除菌液を携帯し、帰宅時の手洗いを徹底する。 

③買い物や友人との外出は、週1回程度で通学経路と大宮以北から高崎地区の範囲で外出を許可する。 

食事は、フードコート等の3密にならない場所は許可、カラオケ等は不許可とする。 

④熊谷地区以南や他県でのオープン・キャンパスや子ども支援団体が主催するイベントへの参加は、その都度内 

容を危機管理委員会で精査して判断する。  

⑤友人の家に訪問は、日中のみ友人の保護者が同意したことを条件に許可する。 

⑥友人のさんあいへ訪問は、日中のみ保護者が同意したことを条件に許可するがなるべく屋外で過ごす。 

⑦アルバイトは、高校が許可したことを条件に許可する。  

⑧個別外出又は部屋外出は大宮以北から群馬県内の範囲で公用車を優先し、公共交通を使う場合はマスク着用と  
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除菌液を携行し除菌を徹底する。食事は、３密に配慮されたフードコート等でする。 

 

【面会】  

 保護者等の面会は、以下の条件で許可する。  

①面会当日の検温で問題ないこと。  

②施設到着後に除菌を行い、マスクを着用する。  

③子どもとの過ごし方は、大宮以北から高崎地区あたりまでの範囲でショッピングモール等の3密にならない場 

 所で過ごす。カラオケ等は入場しない。ショッピングモール内のゲームセンター入場は30分程度まで許可す 

るが、入場時と退場時に除菌を必ず行う。 食事は3密にならないフードコート等でする。 

④面会時間は、感染リスクと子どもの疲労及び職員対応を考慮し、9時～20時の時間帯で出発から8時間以内に帰園す

る。 

⑤面会外出時は、除菌液や除菌シートを携行する。忘れた場合は施設で貸し出す。特に公共交通を利用する場合は、

除菌をこまめに行う。 

⑤子どもとの過ごした場所と時間帯を記録する。（記録簿を用意する）  

⑥面会後に感染が疑われる症状が出た場合は、必ず連絡するように依頼する。 

⑦年末年始の帰省や慶弔等で上記の範囲を超える場所の場合は、危機管理委員会で討議し判断する。  

 

 

【園内行事等】  

①ボランティアの受け入れは、当日の検温で問題ないこと、施設内で除菌とマスクの着用をすること、ボランテ   

ィア後に感染が疑われる症状が出た際は報告すること、学習ボランティアの際は児童も学習中はマスクを着用 

するを徹底する。  

②その他に外部者による園内研修や会議、業者との打ち合わせ等もボランティア受け入れ条件と同様。  

③実習生もボランティアと同様の条件で受け入れる。  

④クリスマス会、餅つき等のイベントは、ホールでの会食を見合わせて行う。第三者委員による権利擁護のお話 

は実施する。  

⑤週末里親宅のお泊りは当面見合わせる。  
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子どもたちが神様に守られて豊かな年

になりますように！ 
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児童養護施設 さんあい 

369－0212 埼玉県深谷市櫛挽15‐2 

電話 048‐585‐0605 

Fax 048‐585‐0562 

[Web サイト]http://www.san-ai-jidouyougo.net/index.html 

  児童養護施設は、保護者のいない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを

養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設とする。 

（児童福祉法 第41条）     
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